
課税所得…所得金額から、扶養控除など各種控除
　　　　　をした後の金額です。

住
民
税

現 行

200万円以下

700万円以下

700万円超

 5％

10％

13％

改正後

一律 10％

税 率
課税所得※

税源移譲ってなに？

　所得税（国税）と住民税（地方税）の税率を変えることで、

国の税収が減り、税収が増える地方は、必要な財源を直接

確保できるようになります。これにより、市の特色を生か

した財政運営が期待でき、より身近で、質の高い行政サー

ビスを目指します。　

住民税の税率はどう変わる？税負担額が変わるのでは？

サラリーマン、年金受給者、事業所得者も納税額が変わるのは同じ時期ですか？

●給与所得者…ほとんどの人が１月から所得税が減り、６月から住民税が増えます。

●年金受給者…２月支給分から所得税が減り、６月から住民税が増えます。

●事業所得者…大半は６月から住民税が増え、その後納める所得税が減ります。

※一部の高額所得者は逆に所得税が増え、住民税が減ります。

給与所得者 年金受給者 事業所得者 退職所得者

所得税

住民税

平成19年１月～

平成19年６月～

平成19年２月～

平成19年６月～

平成20年2・3月～

平成19年６月～

平成19年１月～

平成19年１月～

〈毎月源泉徴収〉

〈毎月特別徴収〉

〈２カ月ごとに源泉徴収〉

〈６・８・10月・翌年１月に納付〉

〈確定申告〉
※予定納税の場合は

平成19年7月

〈６・８・10月・翌年１月に納付〉

▼それぞれの対象所得によって、所得税・住民税が変動する時期が違います。

南
海
地
震
は
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る

南
海
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は
そ
こ
ま
で
き
て
い
る

■すべての問い合わせ・申込み先　市役所防災対策課　　57-8501■すべての申込み・問い合わせ

   　　　防災対策課　　57-8501

募集期間：６月４日（月）～
　　　　　　　　　　平成20年２月29日（金）まで

家具転倒防止金具設置事業

●対　　象

　今年から対象者が拡大され、市県民税所得割が課税・

非課税に関係なく、次のいずれかに該当する世帯とな

りました。

①満65歳以上の高齢者世帯（一人暮らし世帯含む）

②身体障害者で構成されている世帯

※世帯の全員が金具などを取り付けできない場合に限る

●取付業者 社団法人 香南市シルバー人材センター

●取付家具の種類と個数…１世帯４個分まで

    　 (洋服ダンス・和ダンス・茶ダンス・冷蔵庫など)

●取付作業に係る費用（設置賃金など）

　市が負担します。ただし、転倒防止金具代金は申請者

負担となります。

●募集戸数…約２０戸（先着順）

●申込方法…６月４日から防災対策課へ認印を持参の

うえ、申請してください。

　
４
月
26
日
、香
南
市
で
震
度
４
の
地
震
を
観
測
。

　
南
海
地
震
が
近
づ
い
て
い
る
よ
う
な
不
気
味
さ
で
し
た
。
南
海
地
震
の
発
生
確
率
は

年
々
上
昇
し
、今
世
紀
前
半
に
は
80
％
～
90
％
と
さ
れ
て
い
ま
す
。　

　
古
い
建
物
で
も
、筋
か
い
な
ど
を
入
れ
る
だ
け
で
耐
震
効
果
が
あ
り
ま
す
。

　
市
で
は
、
倒
壊
の
恐
れ
が
あ
る
住
居
の
耐
震
診
断
や
耐
震
改
修
工
事
、
ま
た
、
家
具
の

転
倒
防
止
を
推
進
し
て
い
ま
す
。各
家
庭
で
も
地
震
対
策
に
取
り
組
ん
で
く
だ
さ
い
。

◆対　　象　市内全域　　　　　

◆調査棟数　５０棟（先着順）

◆対象建物　

　市内の一戸建て住宅・併用住宅・木造アパートの階

数が２以下のもので昭和56年５月31日以前に着工し

た在来軸組木造住宅が対象。

※在来軸組木造住宅…柱や梁・筋かいだけで荷重を支

える従来の日本家屋に多く用いられた住宅。

◆調査内容　

　県に登録された耐震診断士が申込者の住宅を訪問

します。（壁を壊したり、天井をめくるような調査は行

いません）

◆個人費用　3,000円

◆申込方法…防災対策課もしくは各支所へ申請書を

提出してください。申請書は香南市ホームページから

ダウンロードできます。

募集期間：６月４日（月）～11月30日（金）まで

木造住宅耐震診断調査
あなたの家は大地震がきても大丈夫ですか？
地震から身を守るためには、まず家の耐震調査をし、
倒壊しないよう補強をしましょう。

耐
震
化
に
ま
っ
た
な
し
！

耐
震
化
に
ま
っ
た
な
し
！

「災
害
は
忘
れ
た
こ
ろ
に
や
っ
て
く
る
」

　　　　　　　　               

忘
れ
な
い
よ
う
備
え
を
す
る
こ
と
が
肝
心
で
す
。

家具などの転倒防止ができない人を支援します。6月から住民税 が

 変 わります！
■問い合わせ 税務課 57-8504

税源移譲によって

　平成19年、国（所得税）か

ら地方（住民税）への税源移

譲によって、わたしたちの

納税額が変わります。多くの人は、今年１

月から所得税が減っていますが、その代わ

りに６月から住民税が増えます。

はり

▼一律10％（個人市民税６％、個人県民税４％）になります。

▼定率減税が廃止されました。

※

■時期的なズレは生じるものの、所得税

と住民税を合わせてみると、税源移譲に

よる税負担は変わりません。

　ただし、これとは別に今年から定率減

税が廃止されることや、収入の増減などの

影響があります。

平成18年 平成19年以降

所得税 住民税 所得税 住民税

平成18年１月分から
税額の10％相当額を
　　　減　額
（限度額12.5万円）

平成18年６月分から
税額の７％相当額を
　　　減　額
（限度額２万円）

平成19年１月分から
　　　廃　止　

平成19年６月分から
　　　廃　止　
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